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（許認可事務データベース） 

 

決算書掲載頁　P75

市の事務・事業が、常に法令等の根拠に基づき適正に執行されるよう職員の法務・法的対応能力の向上を図り、また法
令などの根拠に基づき事務・事業の告示・公告を行う。
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適正な行政運営を行うため、職員の法務能力向上をめざし今後も職員研修を実施するほか、一層の法務・法的対応能
力の向上が図られるよう、他の手法も検討する。また、引き続き法令などの根拠に基づき事務事業の告示・公告を行う。
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細事業：法規事務                                   

１．職員の法務・法的対応能力向上 

行政実務に携わる職員の法務・法的対応能力の向上のため、平成２１年度から弁護士による実務に直結する法律 

研修を実施しており、平成２４年度においては、(1)行政対象暴力・不当要求等への対応と(2)債権管理をテーマに

それぞれ専門弁護士職員研修を実施した。 

 

(1) テーマ：行政対象暴力・不当要求等の対応 

 実施日：平成２４年１０月１５日 

 講 師：あゆみ法律事務所 森谷長功弁護士 

     橋森・幡野法律会計事務所 橋森正樹弁護士 

 講 義：不当要求行為への法的対応について 

 対 象：全職員 

 人 数：１２５名 

 

(2) テーマ：債権管理 

 実施日：平成２５年１月２９日 

 講 師：幾波法律事務所 幾波博之弁護士 

     関西総合法律事務所 永榮久仁子弁護士 

 講 義：債権管理の基礎となる民法の理解 

 対 象：主に債権管理部局の職員 

 人 数：７１名 

（「行政対象暴力・不当要求等の対応」研修）          （「債権管理」研修） 

 

２．許認可事務のデータベース化 

河内長野市行政手続条例の制定から１３年が経過するなかで、根拠法令などの制定改廃による影響や地方分権・ 

地方主権による審査基準の見直しなどにより、「審査基準」・「標準処理期間」を再整備する必要性が高くなっている

ことから、その再整備を行った。 

 

＜個票の作成を行った審査基準等＞              （件数）  

法適用申請処分の審査基準・標準処理期間一覧 495 

法適用不利益処分の処分基準一覧 487 

条例適用申請処分の審査基準・標準処理期間一覧 254 

条例適用不利益処分の処分基準一覧 290 

 


